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令和７年８月教育委員会定例会議事日程 
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令和８年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用 

教科用図書の採択について・・・・・・・・・・・・５ 
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議案第１３号 
 
  通学区域の一部変更について 
  
 新潟市立笠木小学校及び内野中学校、内野小学校及び内野中学校の通学区域

を、次のとおりとしたいため議決を求める。 
 
 令和７年８月２０日提出 
 

新潟市教育委員会  
教育長 夏目 久義 

 
通学区域の一部変更について 

 
新潟市立笠木小学校及び内野中学校、内野小学校及び内野中学校の通学区域

の一部を下記の通り変更する。 
 

記 
 
１ 変更する通学区域 

別紙図面のとおり、現行の通学区域から変更後の通学区域とする。 
 
２ 通学区域変更の対象者 

実施日以降、該当通学区域に居住する児童生徒 
 
３ 通学区域変更の実施日 

令和８年４月１日 
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槇尾自治会 通学区域変更について 

 

１ 経過 

 平成 24 年頃から、槇尾自治会内で笠木小学校区となっている地区について内野小学校区

へ変更してほしい旨の相談を槇尾自治会から受けていたが、その後特に自治会からの要望

はなかった。 

 その後、令和６年 11月に改めて相談があり、学区変更の手続きについて案内したところ、

住民にアンケートをとるなど自治会内の意見を集約し、周辺自治会及び関係コミュニティ

協議会の同意を得た上で、今回令和７年６月 18 日に当該自治会内の総意として要望書が提

出された。 

 

２ 槇尾自治会からの要望内容及び背景 

【要望内容】 

 ・別紙図面に示す西区槇尾自治会内の笠木小学校区を内野小学校区に変更すること 

 ・通学区域変更期日は、令和８年４月１日とすること 

 

【要望の背景】 

・本来、指定小学校が「笠木小学校」である場合、指定中学校は「中野小屋中学校」であ

るが、槇尾自治会の一部において小学校は「笠木小学校」、中学校は「内野中学校」と

なっている地区があり、指定小学校と指定中学校のコミュニティが異なる状況にある。 

・また、当地区は、通学路の安全性や距離的な問題、地域の特性などを考慮し、学区外就

学認可地域に指定されており、槇尾自治会に属する児童は、平成 11年の５名を最後に、

現在まで笠木小学校に通学する児童はおらず、学区外就学により内野小学校へ通学し

ている。 

・当地区は学区外就学認可地域に指定されているため、学区外就学申請を行えば内野小学

校に通学することが可能だが、指定校はあくまで笠木小学校であり、保護者が内野小学

校に児童を通わせたい場合は、学区外就学申請のほか、両校への連絡・調整が必要とな

り、保護者に負担が生じていた。 

・そのような状況の中、自治会内の全世帯を対象に指定校制度に関するアンケートを実施

し、令和７年１月の槇尾自治会定期総会において、通学区域の変更、中野小屋地区自治

連絡協議会及びコミュニティ中野小屋の退会について、賛成多数で承認可決された。 

・その結果を踏まえ、槇尾自治会は中野小屋自治連絡協議会及びコミュニティ中野小屋に

退会届を提出し、それぞれ承認可決され、その後、内野・五十嵐まちづくり協議会の入

会も承認された。現在は内野小学校区のコミュニティに属し、地域活動を展開している

状況にあり、それに合わせて通学区域も変更したい。 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ８ 月 2 0 日 

教育委員会８月定例会 

教育委員会教育総務課 

・教育委員会では、「地域とともにある学校」づくりを推進している 

・地域コミュニティと通学区域は一体となっていることが望ましい 

    ↓ 

◎要望の背景も踏まえ、通学区域の変更を行いたい 
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３ 変更内容 

 笠木小学校区及び内野中学校区である「槇尾の一部」について、内野小学校及び内野中学

校へ変更する。また同地区に設定されていた学区外就学認可地域を解除する。 

 なお、今回変更する「槇尾の一部」において、変更前の指定校である笠木小学校に通学す

る児童は１名もいないため、経過措置（笠木小へ通学している児童がいる場合、卒業まで学

区外就学を認可するもの）は設定しない。 

 

 

【学校区】 

＜令和８年３月まで＞ 

笠木小学校／内野中学校 

町名 地番 等 

槇尾 1～419，476～1028，1377～1382，1384～1392，1426，1431，1433  

 

 

＜令和８年４月以降＞ 

内野小学校／内野中学校 

町名 地番 等 

槇尾 1～419，476～1028，1377～1382，1384～1392，1426，1431，1433  

 

 

 

【学区外就学認可地域】 

 ＜令和８年３月まで＞ 

指定校 認可校 町名・地域 等 

笠木小 内野小 槇尾のうち、笠木小学校区／高山全部／新通 794 番地 

 

 

＜令和８年４月以降＞ 

指定校 認可校 町名・地域 等 

笠木小 内野小 高山全部／新通 794 番地 
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付議 4

内野小学校区

新通つばさ小学校区

笠木小学校区

槇尾の一部は
新通つばさ小学校/坂井輪中学校区
今回の要望地区には含まれない

変更後の学区線

変更前の学区線



議案第１４号 
 
令和 8 年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書および 
令和８年度使用 新潟市立高志中等教育学校後期課程用 教科用図書の採択について 

 
令和８年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書 および 令和８年度使用 

新潟市立高志中等教育学校後期課程用 教科用図書 の採択について、議決を求める。 
 
  令和７年８月２０日提出 
 

新潟市教育委員会 
教育長 夏目 久義 

 
別紙のとおり。 
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（資料１） 
 

公立高等学校及び中等教育学校後期課程における教科書の採択方法について 
 

１ 採択権限 
公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教

育委員会にある。 
 （地方教育行政の組織及び運営に関する法律） 
   第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲 
       げるものを管理し、及び執行する。 
     六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 
 （新潟市立学校管理運営に関する規則） 
   第 16 条 学校が使用する教科書は、委員会の採択したものでなければならない。 
 
２ 採択方法 

高等学校の教科書の採択方法については法令上、具体的な定めはないが、各学校の実

態に即して、公立の高等学校（公立大学法人が設置する学校を除く。）については、採

択の権限を有する所管の教育委員会が採択を行っている。 
 
  教科書採択の流れ（毎年実施：各学校の実態に即した教育活動の実施のため） 

 
①  新潟市教育委員会は、採択方針を議決し、各学校に通知する。  

                             ↓ 
②

 

 
 各学校は、採択方針に基づき、教育課程で定められている教科・科目について、

教科書採択を希望する教科用図書を選定し、学校支援課に報告する。 
 
 

                             ↓ 
③

 
 学校支援課は、各学校が選定した教科用図書について審査する。 

 （法令や教育課程等に適合しない場合には各校に指導・助言） 
 
 

                             ↓ 
④  新潟市教育委員会（８月定例会）において、審議の上、採択される。  

                             ↓ 
⑤  各学校は、採択された教科書等を自校のホームページで公開する。  

                             ↓ 
⑥  各都道府県教育委員会が文部科学省へ需要数を報告する。(期限:９月 16 日)  
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（資料２） 

 
令和８年度使用教科用図書採択に関する基本方針について 

 
 

令和８年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する 
基本方針について                   

 
 １ 教科用図書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定 
   によって、新潟市教育委員会が行うが、採択に当たっては、各学校がそれぞれの教育課程 
   に即し、教職員の意見や希望が反映されるようにする。 
 
 ２ 校長に、その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、その結果を尊重し 
   て採択する。 
  (1)  自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。 
  (2)  文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、教科用図書の比較検討を組織的、 
     計画的に行うこと。 
  (3)  選定のための委員会等を設ける場合は、人選や機構について慎重に考慮し、責任体 
     制を明確にすること。 
  (4)  不当な宣伝や勧誘に左右されることなく、公正を確保すること。 
 

 
 

令和８年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する 
基本方針について                           

 
 １ 教科用図書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定 
   によって、新潟市教育委員会が行うが、採択に当たっては、各学校がそれぞれの教育課程 
   に即し、教職員の意見や希望が反映されるようにする。 
 
 ２ 校長に、その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、その結果を尊重し 
   て採択する。 
  (1)  自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。 
  (2)  文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、教科用図書の比較検討を組織的、 
      計画的に行うこと。 
  (3)  選定のための委員会等を設ける場合は、人選や機構について慎重に考慮し、責任体 
      制を明確にすること。 
  (4)  不当な宣伝や勧誘に左右されることなく、公正を確保すること。 
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（資料３） 
 
 

令和８年度使用教科書一覧 
 
 
以下について、ご留意ください。 

 
 
(1) 「地図」は教科書として扱うため、地理総合（及び地理探究）の授業では、必ず選

定します。 
 
(2) 学校において、生徒や学校、地域の実態及び学科の特色等に応じ、特色ある教育課

程の編成に資するよう、設けることができる「学校設定科目」で使用する教科用図書

は、「準教科書」であり、採択の対象外です。 
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議案第１５号 

新潟市立高志中等教育学校学則の一部改正について 

 

新潟市立高志中等教育学校学則の一部改正について、次のとおりとしたいため、議決

を求める。 

 

令和７年８月２０日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 夏目 久義 

 

新潟市立高志中等教育学校学則の一部改正について 

 

新潟市立高志中等教育学校学則の一部を、下記のとおり改正する。 

 

記 

 

１ 改正理由 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正 

する法律（令和７年法律第68号）が令和７年６月11日に可決され、同法附則に、公 

立の中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の一学級の生徒の数の標準を、令 

和８年度から35人に引き下げるよう、法制上の措置等を講ずることが明記されたこ 

とに伴い、収容定員の改正を行うもの 

  

２ 改正内容 

新潟市立高志中等教育学校学則第３条の規定を、現行の１学級40人学級３学級編 

成による各学年の収容定員120人を、令和８年度入学生から年次進行により、１学 

級35人学級３学級編成による収容定員105人に改正する。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

（以降、令和１３年４月１日まで１学年ずつ施行）
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新潟市立高志中等教育学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年  月  日  

                             新潟市教育委員会  

          教育長  

新潟市教育委員会規則第  号  

新潟市立高志中等教育学校学則の一部を改正する規則  

  新潟市立高志中等教育学校学則（平成２０年新潟市教育委員会規則第７号）の一部を

次のように改正する。 

第３条の表中 

「 

 

第１学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 

 

第１学年 

１０５人 
」 

に、 

「 
 

第２学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第２学年 

１０５人 
」 

に、 

「 
 

第３学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第３学年 

１０５人 

」 

に、 

「 

 

第４学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 

 

第４学年 

１０５人 
」 

に、 
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「 

 

第５学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 

 

第５学年 

１０５人 
」 

に、 

「 

 

第６学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 

 

第６学年 

１０５人 
」 

に改める。 

   附 則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

（１）第３条の表の改正規定 

「 
 

第２学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第２学年 

１０５人 
」 

に改める部分に限る  令和９年４月１日  

（２）第３条の表の改正規定 

「 
 

第３学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第３学年 

１０５人 
」 

に改める部分に限る  令和１０年４月１日  

（３）第３条の表の改正規定  

「 
 

第４学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第４学年 

１０５人 
」 

に改める部分に限る  令和１１年４月１日  
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（４）第３条の表の改正規定 

「 
 

第５学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第５学年 

１０５人 
」 

に改める部分に限る  令和１２年４月１日  

（５）第３条の表の改正規定 

「 
 

第６学年 

１２０人 

 

 

」 

を 

「 
 

第６学年 

１０５人 
」 

に改める部分に限る  令和１３年４月１日  
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人
 

1
0
5
人
 

1
0
5
人
 

 

第
3
条
 

本
校

の
修
業

年
限

及
び
収

容
定

員
は
、

次
の
表

の
と

お
り
と

す
る
。

 

修
業

年
限
 

収
容

定
員

 

6
年
 

(
前
期

課
程
3
年
、

後
期

課
程

3
年

)
 

前
期
課

程
 

後
期

課
程

 

第
1
学

年
 
第

2
学

年
 

第
3
学

年
 

第
4
学

年
 

第
5
学

年
 

第
6
学

年
 

1
2
0
人
 

1
2
0
人
 

1
2
0
人
 

1
2
0
人
 

1
2
0
人
 

1
2
0
人
 

 

   定
員

を
改

正
 

1
2
0
人

→
1
0
5
人
 

第
4
条

 
（

略
）

 
第

4
条
 

（
略

）
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法律第六十八号（令七・六・一八） 

  ◎公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正す

る法律 

 （公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正） 

第一条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年

法律第七十七号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。 

  第三条第一項中「教頭」の下に「並びに指導改善研修被認定者（教育公務員特例法

（昭和二十四年法律第一号）第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、

当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条

第一項において同じ。）」を加え、「この条」を「この項及び次項」に、「百分の四」

を「百分の十（幼稚園の教育職員にあっては、百分の四）」に改める。 

  第五条中「については、地方公務員法第五十八条第三項本文」を「（指導改善研修被

認定者を除く。）についての地方公務員法第五十八条第三項及び第四項の規定の適用に

ついては、同条第三項本文」に改め、「と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適

用するもの」を削り、同条に次の一項を加える。 

 ２ 指導改善研修被認定者についての地方公務員法第五十八条第三項の規定の適用につ

いては、同項中「第二条、」とあるのは「第三十二条の四第一項中「当該事業場に、

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過

半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面

による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項に

ついて条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、

「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」とあるのは

「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるの

は「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に

特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合

においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは

「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは

「文部科学大臣は、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八

条に規定する機関をいう。）で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは

「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と読み替えて同条第一項から第三

項までの規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「から第三十二条の五まで」

とあるのは「、第三十二条の三の二、第三十二条の五、第三十六条」とする。 

  第六条第一項中「者」の下に「及び指導改善研修被認定者」を加える。 

  第七条の見出し中「教育職員の業務量の適切な管理等」を「業務量管理・健康確保措
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律の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定及び附則第一条第一号中「指導保

育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。 

 （学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措

置に関する法律の一部改正） 

第十六条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律（令和六年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第四項第一号ロ中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同項第三号ロ中

「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護

教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第三条から第五条までの規定 公布の日 

 二 第一条の規定（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（以下「給特法」という。）第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同

条第一項の改正規定並びに給特法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において

同じ。）、第三条の規定（市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外

勤務手当（」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法（昭和四十六年法律第七十七号）第三条第一項に規定する指導改善研修被認定

者、」を加える部分に限る。）及び第四条の規定（教育公務員特例法第十三条第二項

の改正規定に限る。）並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定 令和八年一月

一日 

 （経過措置） 

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）前に教育

公務員特例法第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって第二号施行日の前

日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当

該者に対する給特法の規定による教職調整額並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給並びに地方公務員法（昭

和二十五年法律第二百六十一号）第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、

第一条の規定による改正後の給特法（附則第六条において「第二号新給特法」とい

う。）第三条第一項及び第二項並びに第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （政府の措置） 

第三条 政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等（給特法第二条第一項に

規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。）の教育職員（第一条の規定（給特法第

二条第二項の改正規定に限る。）による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職
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員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。）について、一箇月時間外在校等

時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。 

 一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。 

 二 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。 

 三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職

員定数の標準を改定すること。 

 四 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員す

ること。 

 五 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。 

 六 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。 

 七 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減

のために必要な措置 

２ 前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時

間を除いた時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。 

 一 一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握すること

ができる時間 

 二 給特法第六条第三項各号に掲げる日（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法

律（平成六年法律第三十三号）第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が

指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。）以外の日における正規の勤務

時間（給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。） 

第四条 政府は、公立の中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を

含む。）の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和

八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるもの

とする。 

 （検討） 

第五条 政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生

活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員（以下この条において「公

立学校の管理職員」という。）が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員

及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職

員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の

管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

第六条 政府は、第二号施行日以後二年を目途として、公立の義務教育諸学校等（幼稚園

を除く。）の教育職員（第二号新給特法第三条第一項に規定する教育職員をいう。以下

同じ。）の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

発令　　：昭和33年5月1日法律第116号

最終改正：令和3年6月11日号外法律第63号

改正内容：令和3年6月11日号外法律第63号[令和５年４月１日]

 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

〔昭和三十三年五月一日法律第百十六号〕

〔文部大臣署名〕

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律をここに公布する。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

（この法律の目的）

第一条　この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事

項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

２　この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部又は中学部を置くものをいう。

３　この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭（中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長

及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。）、主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第七条に

規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。）並びに事務職員（それぞれ常勤の者に

限る。第十七条を除き、以下同じ。）をいう。

（学級編制の標準）

第三条　公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少

いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

２　各都道府県ごとの、都道府県又は市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下単に「指定都

市」という。）を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。）町村の設置する小学校（義務教育学

校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。）又は中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同

じ。）の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げ

る数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に

必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定め

ることができる。

学校の種

類

学　級　編　制　の　区　分 一学級の

児童又は

生徒の数

小学校

（義務教

育学校の

前期課程

を含む。

次条第二

項におい

て同

じ。）

同学年の児童で編制する学級 三十五人

二の学年の児童で編制する学級 十六人

（第一学

年の児童

を含む学

級にあつ

ては、八

人）

第一法規『D1-Law.com 現行法規』
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学校教育法第八十一条第二項及び

第三項に規定する特別支援学級

（以下この表及び第七条第一項第

五号において単に「特別支援学

級」という。）

八人

中学校

（義務教

育学校の

後期課程

及び中等

教育学校

の前期課

程を含

む。同項

において

同じ。）

同学年の生徒で編制する学級 四十人

二の学年の生徒で編制する学級 八人

特別支援学級 八人

３　各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人（文部科学大臣

が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人）を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、

都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により

定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

（学級編制）

第四条　都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準

として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

２　指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げ

る学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人（文部科

学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人）を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指

定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

（学級編制についての都道府県の教育委員会への届出）

第五条　市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の

教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。

（都道府県小中学校等教職員定数等の標準）

第六条　各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程（学校給食法第六条に規

定する施設を含む。以下この項において同じ。）に置くべき教職員の総数（以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。）並びに各指定都市ご

との、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数（以下「指定都市小中学校等教

職員定数」という。）は、それぞれ、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるも

のとする。この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごと

に、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

２　都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに

規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

第六条の二　校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第七条　副校長、教頭、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、教諭、助教諭及び講師（以下「教頭及

び教諭等」という。）の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一　次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗

じて得た数（一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。）の合計数

学校の

種類

学　　　校　　　規　　　模 乗ずる数

小学校

（義務

一学級及び二学級の学校 一・〇〇〇
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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

発令　　：昭和36年11月6日法律第188号

最終改正：令和4年11月28日号外法律第92号

改正内容：令和3年6月11日号外法律第63号[令和５年４月１日]

 

○公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

〔昭和三十六年十一月六日法律第百八十八号〕

〔文部・自治大臣署名〕

公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律をここに公布する。

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並び

に学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編

制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課

程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において、「教職員」とは、校長（中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校

の校長とする。以下同じ。）、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事

務職員（それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。）をいう。

２　この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制

の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。

３　この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を

主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を

主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。

（公立の高等学校の適正な配置及び規模）

第四条　都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならな

い。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならな

い。

第四章　公立の高等学校等の学級編制の標準

（学級編制の標準）

第六条　公立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。）の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数

は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町

村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

第五章　公立の高等学校等の教職員定数の標準

（教職員定数の標準）

第七条　公立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。）に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市

町村ごとの総数（以下「高等学校等教職員定数」という。）は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

（校長の数）

第八条　校長の数は、学校（中等教育学校を除く。）の数に一を乗じて得た数とする。

（教諭等の数）

第九条　副校長、教頭、主幹教諭（養護をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、教諭、助教諭及び講師（以下「教諭等」という。）の数は、次

に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一　次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数

イ　生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数

ロ　二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程（その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるもの

を除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。）でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数

ハ　複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数

ニ　通信制の課程の数

二　全日制の課程（本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。）又は定時制の課

程（本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。）について、次の表の上欄に掲げ
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学年 教　科
新潟市

平均正答率

全国（公立） 66.8

県 66

全国（公立） 58.0

県 56

全国（公立） 57.1

県 55

全国（公立） 54.3

県 54

全国（公立） 48.3

県 46

全国（公立） 503

県 498

中
学
校
３
年

国語 55

数学 47

中学校理科は４月14日～17日の間に初めてCBT（オンライン）で実施されました。問
題が個人ごとに異なるため、これまでの正答率に代えて、IRT（問題の難易度を考慮
して受験者の能力を評価する理論のこと）が採用されています。

理科 507

令和７年度　全国学力・学習状況調査　新潟市の結果（速報）

１　平均正答率・IRT平均スコア

全国や県の平均正答率
(県：新潟市を含む）

小
学
校
６
年

国語 68

算数 57

理科 56

◆この調査は令和７年４月１７日に新潟市内の全小学校の６年生と中学校及び高志中等教育学
校前期課程の３年生を対象に、国語、算数・数学、理科の３教科について行われました。
調査問題は、今年度も令和６年度と同じく、知識と活用を一体的に問う内容です。

◆平均正答率について
小学校国語では全国・県の正答率を若干上回りました。小学校算数、中学校数学では全国の

正答率をやや下回りました。なお、県の平均正答率は新潟市を含むとともに整数値の公表のた
め、参考値となります。
◆結果の公表について
本年度６月、文部科学省から結果公表・提供に係る課題として、全国との平均正答率の差や

順位のみが独り歩きしていること等を上げ、これまでの結果公表の在り方を改善し、８月以降
（秋）に調査結果の多面的な解釈を可能とする分析を都道府県・指定都市に情報提供するとし
ています。新潟市では、現時点で提供された本市の児童生徒の正答率、質問調査への回答状況
を活用しながら、本市の実態を把握するとともに、国から８月以降に提供される資料を基に本
市の取組の成果と課題を総合的に分析、評価していきます。これらを通して、児童生徒の学習
改善や学習意欲の向上につなげていくことを目指します。

令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ０ 日
８ 月 教 育 委 員 会 定 例 会
学 校 支 援 課
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２ 新潟市の児童生徒質問への回答及び、教科とのクロス集計において特徴的な結果を示している項目

について 

（１） 「５年生までに受けた授業で、P C・タブレットなどの I C T 機器を、どの程度使用しましたか。」
への回答状況 

① 「ほぼ毎日」と回答した児童の割合 
数値の上段は小学校、下段は中学校を表す 

 
② 小学校６年生の回答状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

③ 中学校３年生の回答状況 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 教科の正答率・IRT スコアとのクロス集計 
小学校の縦軸は平均正答率を表す 中学校理科の縦軸は平均 IRT スコアを表す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※小学校理科、中学校国語、数学についても同様の結果が見られた 

 新潟市 新潟県（公立） 全国（公立） 
ほぼ毎日（１日に複数

の授業で活用） 
５６．９ 
６３．１ 

３３．７ 
３７．１ 

２４，５ 
２９．５ 

ほぼ毎日（１日に１回
くらいの授業） 

２３．９ 
２２．６ 

２３．５ 
２５．０ 

２２．２ 
２３．７ 

ほぼ毎日活用している
と回答した割合の合算 

８０．８ 
８５．７ 

５７．２ 
６２．１ 

４６．７ 
５３．２ 

517 
503 

471 
459 

436 435 

300

350

400

450

500

550

理科（中学校）

60.8 
56.1 

53.3 

46.6 

35.8 32.6 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

算数（小学校）

70.9 
66.6 65.3 

59.6 

44.5 42.9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

国語（小学校）

ほぼ毎日 
（１日に複数の授業で活用） 

ほぼ毎日 
（１日に１回授業で活用） 

週３回以上 週１回以上 月１回以上 月１回未満 

月１回未満 週１回以上 ほぼ毎日 
（１日に複数の授業で活用） 

ほぼ毎日 
（１日に１回授業で活用） 

週３回以上 月１回以上 

新潟市 

新潟市 
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⑤ 分析  
  新潟市の児童生徒は、８０％以上が１日に１回以上 I C T 機器を活用しており、県、全国に比べて

頻度が非常に高い。さらに、一人一台端末の活用状況と教科の平均正答率・平均 I R T スコアのクロ
ス集計から、活用率が高いほど、平均正答率・I R T スコアが高いことが分かる。本市は、全国でも
早い段階で全ての児童生徒に一人一台端末を配備し、G I G A スクール構想の環境整備を行ってきて
おり、端末導入当初から、各校の担当者が情報共有できるシステムの構築、端末を生かした授業づく
りの計画的な教員研修、リーディング D X 校の取組及び、横展開を行ってきた。I C T 機器の有効活
用が学力として現れ始めたのではないかと考えられる。今後、質問同士のクロス集計を行い、より多
面的に分析していく。 

また、本年度から新たに質問事項となった以下の情報活用能力を問う質問についても、県・全国に
比べると、肯定的な回答が多かった。 

○ あなたは、自分が P C・タブレットなどの I C T 機器で文章を作成する（文字・コメントを書くこ
となど）ができると思いますか。（中学校３年生） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ あなたは自分がインターネットを使って情報を収集する(検索する、調べるなど)ことができると思

いますか  （小学校６年生） 
 
 
 
 
 
 
  

○ あなたは自分が PC・タブレットなどの ICT 機器を使って情報を整理する(図、表、グラフ、思考ツール
などを使ってまとめる)ことができると思いますか（中学校３年生） 

 
 
 
 
 
 
 
○ あなたは自分が PC・タブレットなどの ICT 機器を使って学校のプレゼンテーション（発表のスライ

ド）を作成することができると思いますか（中学校３年生） 
 
 
 
 
 

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答 

新潟市 

新潟市 

新潟市  

新潟市 
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（２） 「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するな
どの学習活動に取り組んでいる。」への回答状況 

① 肯定的回答（当てはまる/どちらかといえば、当てはまる）の合算値 
 

 

 

 
 

② 小学校６年生の回答状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中学校３年生の回答状況 
 

 

 

 

 

 

 
 

④ 教科の正答率・IRT スコアとのクロス集計 
小学校の縦軸は平均正答率を表す 中学校理科の縦軸は平均 IRT スコアを表す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※小学校算数、理科、中学校国語、数学も同様の結果が見られた 
 
⑤ 分析  

  新潟市の児童生徒は、９０％近くが、「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整
理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいる。」に肯定的回答をしており、県、全
国に比べて探究の過程で学習に取り組んでいる割合が高い。さらに、総合的な学習の時間の充実と平
均正答率・平均 I R T スコアのクロス集計から、よく取り組んでいるほど、平均正答率・I R T スコア
が高いことが分かる。探究学習の推進は、市の教育振興基本計画にも位置付いている事業であり、今後
も充実を図っていく。 

 新潟市 新潟県（公立） 全国（公立） 
小学校 ８７．２（前年度比＋１．３） ８４．9 ８２，３ 
中学校 ９１．６（前年度比―０．８） ８８ ７９．５ 

72.2 
66.8 

60.7 
53.1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

国語（小学校）

当てはまる どちらかといえば、 
当てはまる 

どちらかといえば、 
当てはまらない 

当てはまらない 

当てはまらない 当てはまる どちらといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 

524 

499 

448 447 

300

350

400

450

500

550

理科（中学校）

新潟市  

新潟市  
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（３） 「土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日どれくらいの時間、勉強をしますか（学習塾で勉
強している時間や家庭教師の先生に教わっている時間、インターネットを活用して、学ぶ時間も
含みます。）」への回答状況 

① 1 時間以上勉強する割合 
 

 
 
 
 
 
② 小学校６年生の回答状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中学校３年生の回答状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※小学校国語、理科、中学校国語、理科も同様の結果が見られた 
 

⑤ 分析  
  新潟市の児童生徒は、土曜日や日曜日など学校が休みの日、平日ともに１時間以上勉強する児童生

徒の割合が減少している。家庭などで勉強する時間と教科の正答率の間には、特に算数・数学で相関関
係がみられたことから、家庭などでの勉強時間を確保する取組が必要であると考えている。 

67.1 
60.7 59.3 60.1 56.8 

46.8 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

算数（小学校）                           

  休日 平日（参考） 

小学校 １時間以上勉強する割合 ５１．９（前年度比‐５．１） ５７．７（‐４．８） 

中学校 １時間以上勉強する割合 
２時間以上勉強する割合 

６１．５（前年度比‐３．７） 

３１．４（前年度比‐３．３） 

５８．５（‐４．２） 

２１．１（‐１．１） 

④ 教科の正答率・IRT スコアとのクロス集計 
縦軸は平均正答率を表す  
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